
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

令和５年４月１０日 

                                               創立６１年 

                                                       発行：川口市立青木中央小学校 

                                               児童数：980人 ４月１０日現在 

 

 

 

  

校長 石川庸子 

校庭の花々が美しく咲き、新たな希望と期待が膨らむ季節。青木中央小学校に６１回目の春が訪れ

ました。 

 私は、この度着任いたしました、石川庸子（いしかわようこ）と申します。令和５年度は、アフターコロナ。

１６５名の元気な新入生を迎え９８０名でスタートです。よき伝統に新風を吹き込みながら、青木中央小

教育をさらに力強く進めてまいりますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

 

今年度は、子どもたちの主体性を根幹に、学校教育目標「かしこく  やさしく  たくましく」の実現を

めざし、以下の６点を学校経営の柱として取り組みます。 

（１）確かな学力の向上 

（２）主体性にあたたかくかかわる心の育成 

（３）最後までやり抜く心と健やかな体の育成 

（４）機動的、効率的な学校の組織力の強化（働き方改革を含む） 

（５）危機管理の徹底と教育環境の整備 

（６）家庭・地域、幼・保・中との積極的な連携による地域と共にある学校づくり 

 

  そして、全教育活動を通して「自ら進んで」をキーワードに子どもたちの主体性をはぐくみます。特に、

「あいさつと返事」を大切にします。気持ちのよいあいさつと返事は、人生のパスポートです。春休みに、

中央小の保護者の方や子どもたちと交わしたお辞儀付きのあいさつに胸が熱くなりました。とりわけ、

あいさつは、学校の中だけではなく、地域においてもこれからの人生においても、人と人との心が結ば

れ、よき人生をよりよき社会づくりにつながります。ぜひ、私たち大人がよき手本となってまいりましょう。 

 自ら進んで行動することは、あいさつに限らず様々な場面で共通することです。ぜひ、「できません」で

はなく『やってみます』、「わかりません」ではなく『考えてみます』と主体的に行動できるよう、褒めて、認

めて、励まして次世代を担う子どもたちを共に育んでまいりましょう。 

  

  教育は未来への先行投資。職員一同、子どもたちに笑顔があふれ、子どもたちが更なる成長をとげ

る一年となりますよう「一歩前進！チーム青木中央小！」を合言葉に教育活動を展開してまいります。

「学校で学び 家庭でしつけ 地域ではぐくむ青木中央小の子」を連携テーマに進めてまいりたいと存

じますので、地域の皆様、保護者の皆様のあたたかなご理解、ご支援をよろしくお願いいたします。 

教育は未来への先行投資 
 

第２６３号(卯月) ４月の生活目標『よい学級、よい学校づくり』 

・あいさつをしっかりしよう。・かかりのしごとをすすんでしよう。 



【新６年生準備登校 ４月６日】 

６年生が、机の移動や入学式会場と１年生の教室

整備、校内の清掃など、一生懸命に学校が始まる準

備を進めてくれました。最上級生となった６年生の

みなさんに感謝です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈学級担任・専科等の教職員〉 

 

校長：石川 庸子  教頭：石田 俊介 漆山 和子  主幹教諭：赤松 祐介  
                                   ○印は、学年主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 

第１学年 小田木 舞香 〇山野 知子 和泉 晴登 後藤 雄太 秋本 凪柚  

第２学年 霜田 敏也 岡安 彩夏 鶴間 咲輝 根岸 温子 〇渡邊 裕子  

第３学年 坂本 巧 米澤 優伽 大杉 健太 〇佐藤 木綿子 古屋 佐代子 湯上 隼 

第４学年 松村 由紀子 瀬戸口 元樹 〇野田 朋子 
石井 明輝 

赤松 祐介 
木所 善晴  

第５学年 〇冨沢 真萌 下野 竜彦 秋元 亜耶 須藤 斗輝   

第６学年 古谷 宗一郎 飯塚 仁美 〇佐藤 杏耶 松﨑 希 志水 啓樹  

音楽 ・・・・・・・鳥井 千春        理科 ・・・・・・・・・・・足立 泰行 

外国語/音楽/図工・・荻原 幸菜        音楽 ・・・・・・・・・・・大澤 一美 

日本語指導・・・・・若田部 玲子       栄養教諭・・・・・・・・・・髙田 マリ 

養護教諭・・・・・・長嶋 真紀・阿部 彩乃  初任者指導員・・・・・・・・久保田 真一 

事務・・・・・・・・飯田 哲也・遠山 雄大  アシスタントティーチャー・・池田 聡子 

校務員・・・・・・・野村 卓・松原 智津子  図書館司書・・・・・・・・・前川 恭子 

特別支援教育支援員・望月 由美・細川 節子 

給食調理員・・・・・本庄 典子・中田 知加・服部 佳代・小倉 和美・江本 由希子 

石川 かおる・牛込 幸子・中野 優奈・斎藤 美雪・尾見 優子・高橋 由加 

 

◎転退職員 

校 長  大竹 伸明（ご退職） 

主幹教諭  田村 健一（川口市立芝南小学校教頭へ） 

教 諭  中川 ゆみ（川口市立飯仲小学校へ） 

教 諭  石田 和之（川口市教育委員会へ） 

教 諭  藤野 晃弘（川口市立神根小学校へ） 

教 諭  道端眞璃奈（戸田市立戸田南小学校へ） 

教 諭  岡本 恵子（ご退職） 

教 諭  伊藤  望（ご退職） 

教 諭  葛城  渉（川口市立領家小学校へ） 

アシスタントティーチャー 大矢 初美（蕨市立東中学校へ） 

図書館司書 中原友美子（川口市立並木小学校へ） 

 

 

◎転入職員 

校 長  石川 庸子（川口市立新郷東小学校より） 

主韓教諭 赤松 祐介（川口市立幸町小学校より） 

教 諭  坂本  巧（川口市立在家小学校より） 

教 諭  後藤 雄太（新採用） 

教 諭  鶴間 咲輝（新採用） 

教 諭  古屋佐代子（川口市立並木小学校より） 

教 諭  瀬戸口元樹（川口市立戸塚小学校より） 

教 諭  鳥井 千春（川口市立神根小学校より） 

養護教諭 阿部 彩乃（川口市立上青木南小学校より） 

図書館司書 前川 恭子（川口市立中居小学校より） 

特別支援教育支援員   細川 節子 

 

５月の主な行事予定 

１日（月）視力再検査５・６年 

２日（火）学校朝礼 視力再検査３・４年 

８日（月）児童朝会 視力再検査１・２年 

 ９日（火）埼玉県学力学習状況調査（４～６年） 

低学年基礎学力定着度調査（２・３年） 

      内科検診１年 

１１日（木）内科検診５年 委員会活動 

１２日（金）ハートフルタイム・ブザー点検 

  交通安全教室（１・３年生） 

１３日（土）学校公開 特別日課４時間 

 親子むし歯予防教室１年 

耳鼻科検診（抽出） 

１５日（月）振替休業日 

１６日（火）内科検診４年  

１７日（水）尿検査 

１８日（木）耳鼻科検診 クラブ活動 

１９日（金）なかよし活動 PTA新旧理事会 

２２日（月）心臓検診１・４年 

２３日（火）音楽朝会 

２５日（木）・２６日（金）修学旅行（６年） 

２９日（月）すくすくパワーアップ週間 

３０日（火）プール開き 

３１日（水）歯科健診 代表委員会 

※感染症の状況次第で、変更・延期・中止になる場合があります。 

 

懇談会お待ちしています。 
 今年度最初の懇談会になります。学年（担任）から
学級経営方針等の説明があります。別紙ご案内をご確

認いただき、ぜひ、ご来校ください。 

男女混合名簿に変わります～共生社会をめざして～ 
今年度より青木中央小学校では、男女平等教育の推進、人権尊重の精神をより一層育むため、男女混合

名簿を導入いたします。埼玉県は、性の多様性を尊重する教育を推進し、LGBTQ（性的マイノリティ）の方

を含め、あらゆる人に居場所があり、いきいきと活躍できる共生社会づくりを進めております。また、令

和５年度より川口市内小・中学校において男女混合名簿の導入に伴い、青木中央小学校の名簿も男女混合

名簿に変わります。 

マスクの着用について 
令和５年３月１３日以降マスク着用の考え方が変わり、マスクの着脱が個人の判断に委ねられることに

なりました。県教育委員会より「学校教育活動に当たって、マスクの着用を求めないことを基本とする」

という旨の通知が出され、青木中央小学校でも４月１日以降はマスクの着用を求めないことを基本としま

す。感染への不安等から引き続きマスクを着用する児童もいると思いますが、マスクの着用の有無による

差別・偏見等が起きないよう適切に指導してまいります。また、継続して基本的な感染症対策を行いなが

ら児童が安心して教育活動に臨めるように努めます。ご家庭でもマスクの着脱について話し合っていただ

くようお願いいたします。 

ヘルメットの義務化について 
道路交通法の一部改正により、令和５年４月１日からすべての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘ

ルメットの着用が努力義務になります。 

自転車で亡くなった人のうち、半数以上の人が頭部に致命傷を負っています。ヘルメット着用、 

非着用では、致死率が２.２倍になるとのデータもあります。 

自分自身の命を守るため、自転車に乗る場合はヘルメットを着用するようにして 

ください。 

ご家庭でのご指導よろしくお願いいたします。 

 

日課が変わります 
   令和５年度より日課が変わります。今まで一週間の中で、「月・木・金」と「火・水」で日課が 

変わっていましたが、児童が自ら見通しを持って主体的に行動できるよう分かりやすい日課を設定 

しました。それに伴い、下校時刻が変更になります。 

      ５時間授業・・・１４時３０分下校   ６時間授業・・・１５時２０分 

 詳細は、青木中央小学校 HPにも掲載しておりますのでご確認ください。 


